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　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

条例の主な内容 

 
  『ポイ捨て禁止に関する条例』を制定しました。　 
 
 
　本市では、五條市たばこの吸い殻および空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例を平成１８年４月１日より施行
しました。この条例はまちや河川を美しくするため、また住んで良かったと思えるまちづくりのため市民・事業
者・公共の場所の管理者の協力が不可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問合先　生活環境課     （内線３９１、３８８） 
 
 

   京奈和自動車道五條道路の一部区間（五條北ＩＣ～五條ＩＣ）が 

 　4月22日開通します。 

 

　五條市では、平成１７年度に引き続き今年度も浄化槽設置整備事業を実施します。これは、合併処理浄化槽（台
所やふろの雑排水をトイレの排水と併せて処理できる浄化槽のこと。以下［浄化槽］という。）の計画的な整備を
図り、河川等の水質汚濁の主な原因である生活排水を処理することにより公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上
および文化的な生活の実現に寄与するため、下水道事業認可区域外において、浄化槽を設置しようとする人に対し
て、国庫補助事業である浄化槽設置整備事業に則り、予算の範囲内において、五條市が補助金を交付する事業です。 
 
 
①補助の対象となる区域  
　下水道事業認可区域以外の地域が対象です。 

②補助の対象者 
　専用住宅（居宅または延床面積の１／２以上が居宅）に１０人槽以下の浄化槽を設置しようとする人。 

③補助金額 
　補助金額については、国（環境省）から内示がありしだい、広報五條５月号に掲載します。詳細については、生
活環境課へ問い合わせてください。 
※浄化槽の大きさは、建物の大きさにより建築基準法で定められています。 
　詳しくは、五條土木事務所・建築指導課へ確認してください。 
 　・延床面積１３０㎡未満（５人槽） 
 　・延床面積１３０㎡以上（７人槽） 
　 ・二世帯住宅（１０人槽） 

④申請書類の配布と受付 
　申請書類は、設置者（本人または家族）が生活環境課・西吉野支所（厚生課）・大塔支所（住民厚生課）窓口まで
受け取りに来てください。その際に、補助を受けた人に守っていただきたいことや、本事業に関する説明を行いま
す。なお、配布した交付申請書の提出をもって正式な受け付けとなりますのでご注意ください。 申請期間は４月
～１１月（先着順）です。 

⑤維持管理    
　合併処理浄化槽を設置した家庭からの排水は、設置していない家庭からの排水に比べ、８倍も水質の浄化が行わ
れています。ただし、浄化槽はバクテリアを使って汚水を処理する施設ですから、この優れた機能を維持するには、
微生物に酸素を供給するばっき装置等は休みなく運転させることが不可欠です。このため浄化槽法で次のような義
務が課せられています。 
  ・保守点検　　４か月に１回（機器、装置の点検補修、運転状況のチェック等） 
  ・清　　掃　　年１回（槽内にたまった汚泥等の抜き取りと清掃） 
  ・定期検査　　年１回（奈良県知事が指定した検査機関が行う水質検査）  
  
これらの義務を果たさず、悪臭・騒音等が続く場合は奈良県（保健所）より使用停止命令が出されたり、罰金が課
せられることがあります。 
 
 
■問合先　生活環境課        （内線３９１・３８８） 
 　　　　　厚生課             （内線１７） 
 　　　　　住民厚生課       （内線２１） 
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空き缶、たばこの吸い殻、瓶、ペットボトル、トレイ、チューイン

ガムのかみかす、紙くず、ビニール袋等 

たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨て禁止 

ペット(犬、猫等)のふんの放置禁止 

環境美化に関する施策の積極的な推進、その意識の啓発および自主

的活動の促進。 

屋外でのたばこの吸い殻、空き缶、ペットのふんは自宅に持ち帰る

か、ゴミ箱に捨てる等自らの責任において適正に処理してください。 

事業活動によるポイ捨て防止について、環境美化推進の啓発、また

適正な回収活動を実施してください。 

市民、事業者の美化活動に協力し、その管理地を常に清潔に保って

ください。 

①必要がある場合、市が立ち入り、調査、指導します。 

②条例に違反する者に文書による｢勧告｣を行います。これに従わな 

　い場合は、文書による｢命令｣を行います。さらにその｢命令｣に従

　わないときは、氏名、住所、違反の事実を｢公表｣します。 

きれいなまちづくりは、市民の皆さんひとりひとりが、ゴミを捨てないことからはじまります。 

 ポイ捨てを無くし、協力しあい環境美化を推進しましょう！！ 

■問合先  都市計画課幹線道路係（内線３４２） 

・事業の経過 
 　昭和４８年　　　五條バイパス事業化 
 　昭和６３年　　　五條バイパス用地着手 
 　平成２年　　　　五條バイパス工事着手 
 　平成３年　　　 京奈和自動車道五條道路として事業化 
 　　　　　　　　五條道路としての用地・工事着手 
 　平成１８年４月　　五條道路一部区間供用開始 

　国道２４号の渋滞緩和や安全確保からも念願の京奈和自動車道五條道路の
一部が暫定２車線で、４月２２日（土）午後４時に開通します。 
　今回開通する区間は、五條北ＩＣ～五條ＩＣまでの約４.５ｋｍ。 
　五條ＩＣから橋本東ＩＣまでの区間についても、工事が完了しだい開通
する予定です。 
　開通に伴って、交通が分散され国道 
２４号の交通渋滞の緩和や、沿道環境の
改善が図られることが期待されます。 
　なお、市道京奈和側道線についても３
月３１日（金）に残り区間が開通し、全線
通行可能となりました。 
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浄化槽（合併処理浄化槽）の設置に 
 補助金を交付します 




